














銭 厘 毛

　

別記様式第１号

契　　　約　　　書

契 約 金 額

百万 千 円

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額

品　　　名 品　質・規　格 数　量 単　価 金　額

-

液体クロマトグラフ質量分
析装置

仕様書のとおり １式

履 行 期 限 令和6年3月21日

履 行 場 所 新潟市水道局技術部水質管理課(新潟市西区青山水道１番１号)

契 約 保 証 金

百万 千

　上記物品の供給について新潟市水道局を甲とし，供給者を乙として，甲乙両者は次の物品供給契約条項及

び特約条項の定めるところにより契約を締結し，この契約を証するため，契約書を２通作成し，甲乙両者が

記名押印の上，各１通を保有するものとする。

甲　　新潟市水道局

　　　代表者　新潟市水道事業管理者

　　　水道局長　　　長　井　亮　一　　　㊞

乙　　住所

　　　氏名

円
現　　金
有価証券

特 約 条 項 　　なし



物品供給契約条項 

（総則） 

第１条 甲及び乙は，この契約条項（契約書を含む。以下同じ。）に基づき，仕様書等（別添の仕様書，見本，図面，明細書及びこれらの図書に

対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い，日本国の法令並びに新潟市の条例及び新潟市水道局の管理規程等を遵守し，この契約（この契

約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は，物品を履行期限までに引き渡し，甲は，当該物品の引渡しを受けた後，代金を支払うものとする。 

３ 引渡しをするために必要な一切の手段については，この契約に特別の定めがある場合を除き，乙がその責任において定める。 

４ 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し，又は解除された後も同様とする。 

５ 乙は，この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び新潟市個人情報保

護条例（平成１３年新潟市条例第４号）を遵守し，個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。 

６ この契約条項に定める請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。 

７ この契約と他の契約（甲及び乙間の合意を指し，その名称の如何を問わない。）の条項に矛盾があれば，この契約が優先する。 

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は，日本語とする。 

９ この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。 

１０ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は，仕様書等に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）の定める

ところによるものとする。 

１１ この契約における期間の定めについては，民法（明治２９年法律第８９号），商法（明治３２年法律第４８号）及び政府契約の支払遅延防止等

に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）の定めるところによるものとする。 

１２ この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。 

１３ この契約に係る訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（契約の保証） 

第２条 乙は，この契約締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第４号の場合においては，履行保

証保険契約の締結後，速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。 

（１） 契約保証金の納付 

（２） 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３） この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証 

（４） この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項各号の金員は，契約金額の１００分の１０以上としなければならない。 

３ 第１項の規定により，乙が同項第２号又は第３号に掲げるいずれかの保証を付したときは，当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として

行われたものとし，同項第４号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。 

４ 第１項の規定にかかわらず，この契約が新潟市水道局契約規程（昭和５９年新潟市水道局管理規程第５号）第３３条第３号，第５号，第６号又

は第７号のいずれかに該当するときは，第１項各号に掲げる保証を付すことを免除する。 

５ 甲は，乙がこの契約の履行をしたときは，速やかに，第１項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証

券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。 

６ 契約保証金に利息は付さない。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第３条 乙は，甲の書面による承諾がなければ，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，若しくは承継させ，又は担保に供し

てはならない。 

（特許権等の使用） 

第４条 乙は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象

となっている材料，製造方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，甲がその材料，製造方法等

を指定した場合において，仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，乙がその存在を知らなかったときは，甲は，その使用に関

して要した費用を負担しなければならない。 

（契約の変更） 

第５条 甲は，必要と認めるときは，仕様書等の変更の内容を乙に通知して，仕様書等の内容を変更し，又は契約の履行を中止させることができ

る。 

２ 前項の場合において，契約金額，履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは，甲乙協議の上，文書をもって定めるものとする。 

（履行の監督） 

第６条 甲は，契約の履行中において，その適正な履行を確保するため，立会いその他の方法により監督をすることができる。 

（検査及び引渡し） 

第７条 乙は，物品を履行場所に納入したときは，直ちにその旨を甲に通知しなければならない。 

２ 前項の規定による通知があったときは，甲は，当該通知のあった日から起算して１０日以内に，乙の立会いを求めて検査を行うものとし，乙が

立ち会わないときは，立会いを得ずにこれを行うことができる。ただし，これらの期間の末日が休日であるときは，その翌日（その翌日が休日であ

るときは順延した日）を末日とする。 



３ 甲は，納入された物品が前項の検査（第６項の検査をしたときは，同項の検査。以下これらを「検査」という。）に合格したときは，その引渡しを

受けるものとする。 

４ 納入された物品の所有権は，前項の引渡しを受けた時に，乙から甲に移転するものとする。 

５ 甲は，検査に不合格となった物品について，物品の修補，代替物の納入，不足分の納入又は代金の減額を乙に求めることができる。この場

合においては，第１３条の規定を準用する。 

６ 乙は，前項の物品の修補，代替物の納入又は不足分の納入をしたときは，直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における

検査は，第２項の定めるところによるものとし，その後の手続については，第３項から前項までの規定を準用する。 

（検査の遅延） 

第８条 甲が，その責めに帰すべき事由により前条第２項に定める期間内に検査をしないときは，当該期間が満了する日の翌日から当該検査を

した日までの期間（以下この条において「遅延期間」という。）の日数は，第１０条第２項に規定する期間（以下この条において「約定期間」という。）

の日数から差し引くものとする。この場合において，当該遅延期間の日数が当該約定期間の日数を超えるときは，当該約定期間は満了したもの

とし，乙は，当該約定期間の日数を超える日数に応じ，同条第３項の規定の例により遅延利息を請求することができる。 

（不合格品の引取り） 

第９条 乙は，検査の結果，不合格とされた物品については，甲が指定した期間内に，自己の負担により，履行場所から搬出しなければならない。 

２ 甲は，乙が前項の規定に違反した場合は，乙の負担により，同項の物品を返送し，又は処分することができる。この場合において，甲は，同

項の物品の滅失，損傷等について責めを負わないものとする。 

（支払） 

第１０条 乙は，物品の引渡しを終えたときは，書面をもって当該物品の代金の支払を請求するものとする。 

２ 甲は，前項の規定による請求を受けたときは，その日から起算して３０日以内に代金を支払わなければならない。 

３ 乙は，甲の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に代金が支払われなかったときは，当該代金の額に政府契約の支払遅延防止

等に関する法律第８条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。 

（履行期限の延長） 

第１１条 乙は，災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは，速やかに，

その事由を明記した書面により，甲に履行期限の延長を申し出なければならない。 

２ 甲は，乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは，履行遅延の事由，履行可能な期限その他必要な事項

を明記した書面の提出を求めることができる。 

３ 前２項に規定する場合において，甲は，その事実を審査し，やむを得ないと認めるときは，甲乙協議の上，履行期限を延長するものとする。 

（履行遅滞の場合における違約金等） 

第１２条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を引渡すことができない場合は，甲は，乙に対し，違約金の支払を請求することが

できる。 

２ 前項の違約金の額は，特に約定がある場合を除き，甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数（検査に要した日数を除く。

以下「遅延日数」という。）に応じ，遅延日数１日につき契約金額の１,０００分の１に相当する額とする。ただし，履行期限までに既に物品の一部の

引渡しがあったときは，当該引渡しに係る部分に相当する代金の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。 

３ 第１項の違約金は，代金の支払時に契約金額から控除し，又は契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。

この場合において，なお当該違約金の額に満たないときは，当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。 

（契約不適合責任） 

第１３条 引き渡された物品が種類，品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき（以下「契約不適合」という。）は，甲は，

乙に対し，期間を指定して，当該物品の修補，代替物の納入若しくは不足分の納入（以下これらを「追完」という。）又は代金の減額を求めること

ができる。 

２ 乙が前項の規定による追完に応じないときは，甲は，乙の負担により第三者に追完させることができる。 

３ 前２項の請求は，契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは，することができない。 

４ 甲は，契約不適合を知った時から１年以内にその旨を乙に通知しないときは，第１項及び第２項の請求をすることができない。ただし，乙が納

入の時に契約不適合を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。 

５ 第１項及び第２項の請求について，民法第５６２条第１項ただし書は適用しないものとする。 

（危険負担） 

第１４条 物品の引渡し前に生じた物品の滅失，損傷等については，乙が危険を負担する。 

２ 物品の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって物品が滅失したときは，甲は，この契約を解

除することができる。この場合において，甲は，代金の支払を拒むことができる。 

（甲の解除権） 

第１５条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，相当の期間を定めて催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除

することができる。 

（１） 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。 

（２） 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。 



（３） 乙又はその代理人，支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み，妨げ，又は忌避したと

き。 

２ 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，前項の催告をすることなく，直ちに契約を解除することができる。 

（１） 契約の締結又は履行について，不正があったとき。 

（２） 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。 

（３） 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。 

（４） 差押え，仮差押え，仮処分若しくは競売の申立てがあったとき，又は租税滞納処分を受けたとき。 

（５） 破産手続開始，会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき，又は清算に入ったとき。 

（６） 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。 

（７） 下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年法律第１２０号）第６条に基づき，中小企業庁長官が公正取引委員会に対して適当な措置を採るべ

き旨を乙に対して請求したとき又は同法第７条に基づき，公正取引委員会が乙に対して勧告したとき。 

（８） 前各号に掲げる場合のほか，乙が，監督官庁から営業の許可の取消し，停止等の処分を受け，又は，乙の事業に関し，監督官庁から，指

導，勧告，命令その他の行政指導を受けたとき。 

（９） 前各号に掲げる場合のほか，この契約条項の一つにでも違反したとき。 

３ 乙は，前２項又は第１６条の規定によりこの契約が解除された場合は，物品の引渡しの前後にかかわらず，契約金額の１０分の１に相当する

額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

４ 第２条第１項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは，甲は，当該契約保証金又は当該担保をも

って違約金に充てることができる。 

５ 第３項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるもの

ではない。 

（談合その他の行為による解除等） 

第１６条 甲は，乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちにこの契約を解除することができる。 

（１） 公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独占禁止法」という。）第４９条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確定した場合（独占禁止法第

７７条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。） 

（２） 乙が独占禁止法第７７条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し，当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合 

（３） 乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）について刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定によ

る刑が確定した場合 

２ 前条第３項から第５項までの規定は，前項の規定による解除をする場合について準用する。 

３ 乙は，第１項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠償請求をすることができない。 

（賠償額の予定） 

第１７条 乙は，この契約に関して前条第１項各号のいずれかに該当するときは，物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわ

らず，契約金額の１０分の２に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，賠償金の支払

を免除する。 

（１） 前条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，処分の対象となる行為が独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５

７年６月１８日公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。 

（２） 前条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において，その超える分につき甲が乙に請求することを妨

げるものではない。 

（乙の解除権） 

第１８条 乙は，甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは，甲に当該契

約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。 

２ 甲は，前項の申出があったときは，契約を変更し，若しくは解除し，又は契約の履行を中止することができる。 

３ 乙は，甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは，甲に損害賠償の請求をすることができる。 

（反社会的勢力の排除） 

第１９条 乙は，甲に対し，次の各号の事項を確約する。 

（１） 自らが，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動

等標ぼうゴロ，政治活動等標ぼうゴロ，特殊知能暴力集団，その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」という。）ではないこと。 

（２） 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 

ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係 

イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持，運営に協力し，又は関与している関係 

ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係 

エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係 



（３） 自らの役員（取締役，執行役，執行役員，監査役，会計参与，理事，監事，相談役，会長その他名称を問わず，経営に実質的に関与して

いる者をいう。）が反社会的勢力ではないこと，及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

（４） 反社会的勢力に自己の名義を利用させ，この契約を締結するものでないこと。 

（５） 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 取引に関して，脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し，偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し，又は信用を毀損する行為 

オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら，その相手方と

契約を締結したと認められる行為 

カ この契約に関して，反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（オに該当する場合を除く。）であっ

て，甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず，これに従わない行為 

キ その他アからカに準ずる行為 

２ 乙について，次の各号のいずれかに該当した場合には，甲は，何らの催告を要せずして，この契約を解除することができる。 

（１） 前項第１号から第３号までの確約に反したことが判明した場合 

（２） 前項第４号の確約に反し契約をしたことが判明した場合 

（３） 前項第５号の確約に反した行為をした場合 

３ 前項の規定によりこの契約が解除された場合には，乙は，甲に対し，甲の被った損害を賠償するものとする。 

４ 乙は，第２項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても，甲に損害賠償請求をすることができない。 

（反社会的勢力からの不当介入等に対する措置） 

第２０条 乙は，この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入（契約の適正な履行を妨げることをいう。）又は不当な要求（事実関係及

び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」という。）を受けたときは，直ちに

甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。 

２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の

延長その他の措置をとるものとする。 

（疑義の決定） 

第２１条 この契約に関し疑義が生じたときは，甲乙協議の上，決定するものとする。 
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液体クロマトグラフ質量分析装置(LCMSMS(フェノール測定用))購入仕様書 

 

１ 一般事項 

（１）総 則 

本仕様書は、新潟市水道局が水質検査を実施する、ハロ酢酸、フェノール類、ホルムアルデ

ヒド、臭素酸、陰イオン界面活性剤、農薬類及び有機フッ素化合物等の定性及び定量分析を

行う標記分析装置一式の設備整備について必要な仕様を定めるものである。 

 

（２）装置名 

液体クロマトグラフ質量分析装置(LCMSMS(フェノール測定用)) 

 

（３）数量 

1式 

 

（４）装置システムの構成等 ※（）内は参考銘柄における台数を示す 

１）質量分析計部（1 台） 

 ２）液体クロマトグラフ部（1 式） 

３）窒素発生装置（1 台） 

４）実験台 2 台 

５）UPS （2 台） 

 ６）その他付属品 1 式 

 

（５）仕様 

１）基本事項 

① 基本的分析性能は、河川水と同等以上のマトリックスを含む試料水のハロ酢酸、フェノ

ール類、ホルムアルデヒド、臭素酸、陰イオン界面活性剤、農薬類及び有機フッ素化合物

等について、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成 15年

7 月 22 日厚生労働省告示第 261 号［最終改正令和 4 年 3 月 31 日厚生労働省告示第 134

号］）、通知法に規定する検査精度を十分上回る精度で定性及び定量できる機能を有するこ

と。 

② 本件分析装置 1 式の部品供給と性能を保証する期間は、製造元が当該装置の製造を停止

後 7 年間とすること。 

③ 分析性能については、以下の事項を満足すること。また原則試料水は精製水または水道

水で調製を行うこと。（溶離液、試薬、試料水等は水質管理課職員で用意、調製を行うもの

とする。） 

 

［ハロ酢酸］ 

・表１の各測定項目について、各測定濃度範囲の下限値濃度となる様に調製した混合試料

（以下調製濃度）で一斉分析を行い連続 5 回繰り返し精度（再現性）が変動係数（CV 値）

で 20％以内であること。 
・上記連続 5 回の測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が、それぞれ±20％以内
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であること。  
・検量線試料を測定した後に、検量線濃度範囲の一定濃度の溶液を測定する。測定試料の

10 検体毎ごとに調製濃度を測定し測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が±

20％以内であること（最低 3 回は調製濃度の測定を行うこと。最低 33 検体） 

・同上一斉分析で直線検量線の相関係数は、ゼロ点を含まない 4 点以上で 0.99 以上であ

ること。 

 

表１ 

№ 測 定 項 目 
測定濃度範囲（単位：mg/L） 

（検量線の設定濃度） 

1 クロロ酢酸 
0.002～0.02 

（例：0.002、0.005、0.01、0.02） 2 ジクロロ酢酸 

3 トリクロロ酢酸 

 

［フェノール類］ 

・表２の各測定項目について、調製濃度で一斉分析を行い連続 5回繰り返し精度（再現性）

が変動係数（CV値）で 20％以内であること。 

・上記連続 5 回の測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が、それぞれ±20％以内

であること。 
・検量線試料を測定した後に、検量線濃度範囲の一定濃度の溶液を測定する。測定試料の 10
検体毎ごとに調製濃度を測定しその測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が±

20％以内であること（最低 3 回は調製濃度の測定を行うこと。最低 33 検体） 

・同上一斉分析で直線検量線の相関係数は、ゼロ点を含まない 4 点以上で 0.99 以上である

こと。 

 

    表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 測 定 項 目 
測定濃度範囲（単位：mg/L） 

（検量線の濃度設定） 

1 フェノール 

0.02～0.2 
（例：0.02、0.05、0.01、0.2） 

2 2-クロロフェノール 

3 4-クロロフェノール 

4 2,4-ジクロロフェノール 

5 2,6-ジクロロフェノール 

6 2,4,6-トリクロロフェノール 
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［ホルムアルデヒド］ 

・表３の測定項目について、測定濃度範囲の下限値濃度（以下、下限値）で一斉分析を行い

連続 5 回繰り返し精度（再現性）が変動係数（CV値）で 20％以内であること。 

・上記連続 5 回の測定結果の濃度と、下限値との差（誤差率）が、それぞれ±20％以内で

あること。 
・検量線試料を測定した後に、検量線濃度範囲の一定濃度の溶液を測定する。測定試料の 10
検体毎ごとに下限値を測定しその測定結果の濃度と、下限値との差（誤差率）が±20％以

内であること（最低 3 回は下限値の測定を行うこと。最低 33 検体） 

・同上一斉分析で直線検量線の相関係数は、ゼロ点を含まない 4 点以上で 0.99 以上である

こと。 

 

 

表３ 

№ 測 定 項 目 
測定濃度範囲（単位：mg/L） 

（検量線の設定濃度） 

1 ホルムアルデヒド 
0.005～0.04 

（例：0.005、0.01、0.02、0.04） 
 

 

［臭素酸］ 

・表４の測定項目について、下限値で一斉分析を行い連続 5 回繰り返し精度（再現性）が

変動係数（CV値）で 20％以内であること。 

・上記連続 5 回の測定結果の濃度と、下限値との差（誤差率）が、それぞれ±20％以内で

あること。 
・検量線試料を測定した後に、検量線濃度範囲の一定濃度の溶液を測定する。測定試料の 10
検体毎ごとに下限値を測定しその測定結果の濃度と、下限値との差（誤差率）が±20％以

内であること（最低 3 回は下限値の測定を行うこと。最低 33 検体） 
・同上一斉分析で直線検量線の相関係数は、ゼロ点を含まない 4 点以上で 0.99 以上である

こと。 

 

表４ 

№ 測 定 項 目 
測定濃度範囲（単位：mg/L） 

（検量線の設定濃度） 

1 臭素酸 
0.001～0.01 

（例：0.001、0.002、0.005、0.01） 
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［陰イオン界面活性剤］ 

・表５の各測定項目について、調製濃度で一斉分析を行い連続 5 回繰り返し精度（再現性）

が変動係数（CV値）で 20％以内であること。 

・上記連続 5 回の測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が、それぞれ±20％以内

であること。 
・検量線試料を測定した後に、検量線濃度範囲の一定濃度の溶液を測定し、測定試料の 10
検体毎ごとに調製濃度を測定しその測定結果の濃度と、調製濃度との差（誤差率）が±

20％以内であること（最低 3 回は調製濃度の測定を行うこと。最低 33 検体） 

・同上一斉分析で直線検量線の相関係数は、ゼロ点を含まない 5 点以上で 0.99 以上である

こと。 

 

表５ 

 

 

[農薬類] 

・ 水道管理目標設定項目の農薬類の内、液体クロマトグラフ質量分析計で測定可能な項目 

について、厚生労働省水質管理目標設定項目の検査方法（平成 15年 10 月 10 日付健水発第 

1010001 号 最終改訂 令和 4年 3月 31 日）別添方法 18、19、20、20 の 2、21 により、す 

べての条件設定を行い、測定可能にすること。条件は以下に示す。また詳細については、契

約後に当水道局水質管理と協議すること。 

 

 

条件 1 
〈別添方法 18、19、20、20 の 2の場合〉 

・別添方法 18、19、20、20 の 2に記載のある成分についてすべての条件設定を行い、測定

可能にすること。 

 

№ 測 定 項 目 
測定濃度範囲（単位：mg/L） 

（検量線の濃度設定） 

1 
 デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

(C10) 

1.0～3.0 
（例：1.0、1.5、2.0、2.5、3.0） 

2 
ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

(C11) 

3 
ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

(C12) 

4 
トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

(C13) 

5 
テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム

(14) 
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条件 2 
〈別添方法 21 の場合〉 

・ 別添方法 21 に記載のある成分についてすべての条件設定を行い、測定可能にすること。

また、一斉分析を行い定量下限値濃度で連続 5 回繰り返し測定における各測定濃度との差

（誤差率）が±20％以内であること、連続 5 回繰り返し精度（再現性）が変動係数（CV値）

で 20％以内であること。 

 

条件 3 
〈別添方法に記載のない項目〉 

・以下の表６に示した成分について条件設定を行い、測定可能にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［有機フッ素化合物］ 

・ 以下の表７、表８、表９に示した成分について、すべての条件設定を行い、測定可能に

すること。条件は以下に示す。また詳細については、契約後に当水道局水質管理と協議する

こと。 

 

条件 1 
〈表７の場合〉 

表７の成分において固相濃縮を行わず、直接導入で一斉分析を行い、定量下限値(1ng/L)で

連続 5 回繰り返し測定における各測定濃度との差（誤差率）が±20％以内であること、連

続 5 回繰り返し精度（再現性）が変動係数（CV値）で 20％以内であること。 

 

 

 

 

 

 

条件 2 
〈表８の場合〉 

表８の成分においてすべての条件設定（一斉分析）を行い、測定可能にすること。 

表７ 水質管理目標設定項目、要検討項目 

フェンキノトリオン
フェンキノトリオン代謝物
シアントラニリプロール

表６  別添方法に記載のない項目 

PFOS
PFOA
PFHxS
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条件 3 
〈表９の場合〉 

表９の成分においてすべて条件設定（一斉分析）を行い、測定可能にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件 4 
〈EPA method 533、EPA method 537.1 の場合〉 

EPA method 533、EPA method 537.1 に示した成分について測定可能にすること。 

 

 

 

２）四重極型質量分析計本体及び装置の設置概要 

① 質量分析計本体は卓上設置型とし、分析部は四重極方式のＭＳ/ＭＳ仕様とすること。 

② 設置スペースは、一式（ＰＣと窒素発生装置は除く）で、全幅 1,850ｍｍ以内とするこ

と。 

③ イオンソース部で脱溶媒が完了し、真空部との間に加熱キャピラリー等を使用しない 

こと。また、脱溶媒を促進しイオン化効率を高めるため、スプレーの左右側方より、ガス

を吹き付けることが出来ること。また、脱溶媒温度は最大 750℃まで設定できること。 

④ イオンソースは強制排気機構があること。 

⑤ コリジョンで使用するガスは、窒素発生装置の窒素ガスとすること。 

⑥ Q3 部にイオンをため込むイオントラップ機構があり、高感度スキャンができること。 

⑦ 廃液ラインと試料導入ラインの切り替えバルブを搭載し、PC からの操作と PCを介さな

い操作（手元）の両方で変更可能であること。 

⑧ インフュージョン分析が可能であること。 

⑨ エレクトロスプレーイオン化法(ESI)の対応流速は、スプリットすることなく 5μL/min 

～3,000μL/min の範囲で対応可能であること。 

 

 

PFBA PFPeA PFHpA PFNA PFDA PFUdA
PFDoA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA PFBS
PFPeS PFHxS PFHpS PFNS PFDS PFDoS

表８ 水質管理目標設定項目、要検討項目以外の項目 

PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFOA PFNA PFDA
PFUdA PFDoA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA PFBS
PFPeS PFHxS PFHpS PFOS PFNS PFDS PFDoS

表９ 有機フッ素化合物 21 項目 
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３）液体クロマトグラフ部 

① システムコントローラはタッチパネル付きであり、PCを介さず直接コントロールができ 

ること。また、リザーバートレイ（2 個）を有していること。 

②  送液は並列ダブルプランジャー方式で、有機溶剤、水系溶媒それぞれが 2 液以上のグジ 

エントができること。 

③ 許容最大圧力が 105ＭＰａ以上であること。 

④ カラムオーブン内に長さ 250mm までのカラム 6 本を収納でき、自動切換えができること。 

⑤ オートサンプラーのニードル洗浄は試料注入前後で任意に設定可能でクロスコンタミネー 

ションを大幅に抑制できること。 

⑥  流路ごとに脱気装置を有していること。 

⑦  セットできるサンプル数は 1.5mL～2mL のバイアルで 160 本以上であること。 

⑧  設置スペースは幅 570mm×奥行 640mm×高さ 710mm 以内とすること。 

 

４）窒素発生装置 

 ① 窒素発生装置は、質量分析装置に窒素ガス、ドライエアーの必要な流量を確保できること。 

② 窒素発生装置は、窒素ガス 10L/min以上、ドライエアーは 35L/min以上を供給できること。 

 

 

５）実験台 

サイド実験台（ヤマト製、ケミトップ、黒、耐荷重 150kg 以上） 

・LPFA3-99CBZ:サイズ(mm)：1,500×900×800  引き出し付き 

・LPFA3-159CBZ:サイズ(mm)：900×900×800  引き出し付き 

 

 

６）UPS 

測定状態において 5 分程度のバックアップ時間を確保できるもの。（内訳は窒素発生装

置を除く、液体クロマトグラフ部、質量分析計部、PCとする） 

 

 

７）データ処理部 

納入品の詳細仕様については、契約後に当水道局水質管理と協議し、決定すること。 

①  ハードウェア 

・ＯＳ       Windows10 以上 

・ＣＰＵ         3GHz 相当以上 

・メインメモリ   32GB 以上実装していること 

・ハードディスク  1TB 以上 

・ディスプレイ   24 インチ液晶カラー以上 

・外部記憶装置   外付け HDD（2TB 以上）  

・プリンター    A4 カラーレーザープリンター 

（両面印刷可能、LAN 仕様、専用ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ予備 1 ｾｯﾄ） 

   ・上記接続ケーブル 一式 
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②  ソフトウェア 

・Windows10 上で動作する機器分析ソフトウェアであること。 

・液体クロマトグラフと四重極型質量分析計は 1 つのソフトウェアから操作ができるこ

と。 

・測定制御システムは、測定と同時に他のデータの解析を行っても測定中のデータに影

響を及ぼさないこと。 

・基本のソフトとは別にデータ閲覧や化合物同定、ライブラリサーチができる専用ソフ

トを有していること。 

・化合物ごとのスペクトルをライブラリとして保存でき、また測定されたスペクトル等

の情報からそのライブラリ内のサーチを行うことが出来ること。 

・最新版の MS/MS スペクトルライブラリをインストールすること。 

・制御のほか、定量結果のレポートの出力フォーマットが容易にカスタマイズできるこ

と。 

・定量（ＭＲＭ）分析を行いながら、検出された化合物の定性確認のためのプロダクト

イオンスキャンデータも同時に取得できること。 

・MS_Office Professional をプレインストールすること。 

 

８）その他付属品 

  納入品の詳細仕様については、契約後に当水道局水質管理と協議し、決定すること。 

         

予備部品    

・ハロ酢酸用分析カラム  …1 本 

・フェノール類用分析カラム …1 本 

・農薬用分析カラム   …1 式 

・ホルムアルデヒド用分析カラム…1 本 

・臭素酸用カラム…1 本 

・陰イオン界面活性剤用カラム…1 本 

・有機フッ素化合物用カラム（ディレイカラム含む）…1 本 

・バイアル 2,000 個（100×20 箱） 

・ハードウェア暗号化及びウイルスチェック機能付き USB メモリ 

(BUFFALO 製 RUF3-HSL16GTV5 と同等以上の性能を有するもの) …1 本 

・標準付属品 …1 式 

・ＬＣ消耗品 1 式 …2 年分 

・ＭＳ消耗品 1 式 …2 年分 

・プリンターラック（サンワ スチール製机上プリンターラック  

MR-68WN と同等以上の性能を有するもの）・・１台 

・必要工具 …1 式 

 

但し、ガス・試薬類は除く。 
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（６）搬入・据付・調整作業及び分析精度の確認 

 １）現在ある装置(PC-IC)一式、実験台を撤去（廃棄）し、本装置類の搬入据付け作業を実施す 

ること。 

２）既設電源ブレーカーの容量の変更及び当該コンセントの形状の変更等に係る必要機材を含

む工事 1式、並びにガス配管(排気含む)の接続の変更等に係る必要機材を含む工事 1式を含

むこと。 

３）本件装置で測定可能な水道水質基準項目及び同管理目標設定項目の中のハロ酢酸類、フェ

ノール類、ホルムアルデヒド、臭素酸、陰イオン界面活性剤、農薬類、有機フッ素化合物等々

の関係する検査項目については、検査方法別に各々「分析ファイル」を作成すること。 

 ４）分析精度の確認として上記（５）１）③の測定を実施すること。 

尚、標準試料の調製及び測定手順等については、事前に当水道局水質管理課と協議すること。 

５）本装置類は、耐震補強が施されていること。尚、当該補強等の様式については、契約後に

当水道局水質管理と協議し、決定すること。 

 

 

（７）納入場所 

新潟市水道局技術部水質管理課（新潟市西区青山水道１番１号） 

 

（８）納入期限 機器納入：契約から令和 6 年 2 月 28 日まで 

         検収：契約から令和 6 年 3 月 21 日まで 

 

（９）参考銘柄 

 

メー カ ー 名 製 品 名 

株式会社 

エービー・サイエックス 

質量分析計（QTRAP 4500） 

株式会社 島津製作所 送液ユニット（LC-40D XS） 

参考銘柄以外の同等の品質、機能を有する製品を提案される場合は、入札説明書の「３ 

問い合わせ先」記載の連絡先（水道局経理課）に照会し、了承を得てください。 

照会方法：「様式第５号 同等品承認願」に、該当する品名及び同等品のメーカー名、銘

柄等を記載するとともに、カタログの写しを添付のうえ、照会先まで持参、FAX または電

子メールにて照会すること。また、同等の品質や機能を有することを証する資料を添付す

ること。 

 

照会期間：令和５年６月２日（金） １７時まで 

 

 

２ 検査 

  納入据え付け完了後、納入者立会いによる試運転及び外観性能等の検査を受けること。 
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３ 保証及び整備 

（１） 納入物件の引渡し後 1 年以内に、納入者の責任による欠陥が生じた場合には、当水道局水 

質管理課の指定する日時までに修理又は代替品を納入すること。 

（２）納入者は、引渡し後の２年目に 1回、必要な分解整備等を実施し、納入当初の装置システ

ムとしての性能が維持されていることを確認すること。 

 

 

４ 操作手順書等 

（１）操作手順書は日本語版を 2 部以上提供すること。手順書は原則「製本型式」とするが、当

水道局水質管理課の承認を得た場合は、「ファイル型式」等でも良いものとすること。 

（２）装置納入時の適切な時期に、担当職員に対して当該装置の操作及び整備の手順等について、

必要な説明を実施すること。また 6 カ月から 1 年の間の適切な時期に、同上の説明を 2 日間

用意すること。 

（３）上記４（２）とは別に、納入後に計 3回、納入者が実施する機器分析（LCMS）のトレーニ

ングコース、メンテナンスコースを、無償（受講料のみ）で各回 1 名当水道局水質管理課の

任意の年に受講可能であること。（合計 3 人分） 

（４）基本 7年間使用することを想定した、点検サイクル表を提供すること。 

１） 基本点検事項 

①対象装置は液体クロマトグラフ、四重極型質量分析計（付属品含む）、窒素発生装

置、UPS とする。 

②メーカー点検は 3 年ごとに行うものとする。（UPS 除く） 

③メーカー点検を行わない年は自前で定期点検を年間 2 回行うことを想定している。

（メーカー点検実施年は 1 回）その際に交換を推奨する部品を示すこと。 

２）提出方法 

・「製本型式」1 部、「ファイル型式」1 部とすること。 

 

 

５ その他 

  本仕様書に定めた以外の事項で疑義が生じた場合は、当水道局水質管理課の指示に従うこと。 

 

以上 


